
１　一般と高校生以下が共同利用する場合は、一般の使用料を徴収する。

２　１時間未満の使用は１時間として計算する。

３　多目的ルームにおける冷暖房使用は、１時間１００円を加算する。

４　営利を目的とする者で入場料を徴するときは、使用料のほか最高入場料の５０倍
　に当たる額を徴収する。

250

シャワー 利用者 １台１回 100

備考

武道場

一般
全面1時間につき 820

半面1時間につき 410

高校生以下
全面1時間につき 510

半面1時間につき

トレーニングルーム
一般 １人1時間につき 200

高校生 １人1時間につき 100

その他
一般 １室1時間につき 410

高校生以下 １室1時間につき 250

全面1時間につき 1,020

多目的ルーム

卓球
一般 １台1時間につき 200

高校生以下 １台1時間につき 150

１面1時間につき 300

高校生以下 １面1時間につき 200

全面
（センターコート含む）

一般 全面1時間につき 1,640

高校生以下

体育室

バレーコート
バスケットコート等

一般 １面1時間につき 820

高校生以下 １面1時間につき 510

バトミントンコート
ソフトバレーコート等

一般

石田スポーツセンター使用料

体育施設 区分
使用料

単位 金額


